
1. 農業者の所得増大
テーマ 出席者からの意見 JAからの回答

所得アップ

生産の拡大、所得の増大については鳥獣害の問
題が非常に深刻な事態になってきている。特に、
アライグマの対策についてJAも積極的に力を
貸して欲しい。空き家や神社にあるアライグマ
の棲み家を根絶するような根本的な解決策を検
討して欲しい。

•農業被害、住宅被害の双方で問題になってお
り、各市町で様々な取組みが行われています。
兵庫県の担当部署（自然環境課）によると、対
策はやはり捕獲作戦が一番であり、市町から
の要請があれば捕獲のための農家向講習会も
開いてもらえるようです。これまでからJAも
再三アピールしてきましたが、今まで以上に
県、市町に訴えていきます。行政との連携体制
づくりを働きかけています。

前回の懇談会で、「JAに農業を相談できるプロ
がいない、農家の話をきちんと聞いて欲しい。」
と要望したが、今も何ら変わっていない。JAも
全農も生産者の立場に立っていないのではない
か。データの蓄積によるアドバイスをいただき
たい。

•営農渉外については、外部コンサルタントを
入れて「質」を高める活動に力を入れていま
す。（JA）
•優良事例や情報については、どんどん発信し
ていきます。（全農）

肥料・農薬大口奨励について、こちらが尋ねない
と何も答えてくれない。

•大口奨励や担い手割引、利用高配当等の奨励
制度について、生産部会等を通じてPRを行い
ます。

コスト削減

ブロッコリーの鮮度保持用のビニールの袋につ
いて、コストを下げる良い方法はないのか。

•産地ごとで消費地までの距離などの条件が違
うため包装資材が統一出来ていないのが現状
です。ブロッコリーに限らず他の品目でも資
材を集約化するなど、コスト低減を目指して
各産地の調査を始めます。（全農）

免税軽油の手続きが非常に複雑で、農家にとっ
て負担になっている。JAで代行できないか。

•免税軽油の申請は県内各地の県税事務所が窓
口です。県税事務所に問い合わせましたが「申
請は免税軽油使用者本人に限るとなっている
ことから、JA等が代行して申請することはで
きない。」との見解でした。

肥料の予約注文分の引き取り時期について、一
括だけではなく、分割引き取りの融通を利かせ
て欲しい。

•予約供給では、早期発注、早期引取を原則に割
引価格を設定しています。また、JAの倉庫事情
も厳しいことから、今後の検討とします。

テーマ 出席者からの意見 JAからの回答

コスト削減

肥料のビニール袋、苗トレイをJAで引き取って
欲しい。

•当JAではハウスビニールの回収はこれまで
から行っていますが、肥料の空き袋回収はし
ていません。県内では有料で実施しているJA
がありますので調査し今後検討します。
•苗トレイについても、育苗センターでの再利
用は高コストになるため回収していませんが
検討していきます。

カントリーの搬入に使用するトラックのレンタ
ル費用が負担になっている。JAからレンタルで
きないか。

•非常に難しい問題ですが、検討してみます。

前回の懇談会でも出ていたが、出荷箱に志方い
ちじくの名前を入れる件とパックの大きさの件
は再度、検討してほしい。

•平成29年度より出荷規格を変更しました。
　（従来）パック容量500g 出荷箱6パック入り
　　　箱に「志方いちじく」を表示
　（変更）パック容量400g 出荷箱4パック入り

箱は県下統一箱（「兵庫県産」を表示）
を使用し、フタには「志方いちじく」の
シールを貼付。従来通りにパック毎に
「志方いちじく」のラベルを挿入し「志
方産」を強調。

•H29と変更前のH28との比較では、Kg当り販
売単価は4.5％増加。Kg当り出荷資材費も 
△20％となりました。変更直後は農家から
パック詰めの戸惑いや、扱う数量が増えるこ
とで労力がかかるとの意見がありましたが、
手取りが増えたことで高評価です。また、市場
からも少量化したことで販売し易くなったと
好評です。

担い手

後継者問題の解決策として、若い人が就農した
いと思う儲かる農業にする必要がある。そのた
めには、米の価格を上げるブランド化のような
方策を考えてほしい。

•米の価格については、最大限の価格で買い取
りをしていますので、ご理解をお願いします。
全農では実需者と結びついた「顔の見える米
づくり」を目指し、外食、中食業務筋等との契
約栽培を進めています。これにより、多収性、
複数年の数量契約など農家手取りの安定につ
なげていきます。（全農）
•ブランド米も含めて地元産米の直売比率を高
めていきます。直売所で販売することにより
流通経費を圧縮し農家精算額の向上を行いま
す。（JA）
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JA兵庫南の自己改革への取り組み、進捗状況を報告します。

vol.7
特別版

　JA兵庫南は組合員との対話を深め JA
自己改革に反映させるため、担い手農家
の皆さんとの懇談会を開催しました。
　その内容をご報告いたします。

会議日程：8月20日・27日・30日
参 加 者：野菜・水稲関係認定農業者、作目部会代表者、営農組合代表者、ふぁ～みん

SHOP代表者　計59名
JA出席者：常勤役員、営農経済部長、総務部長、JA全農兵庫、営農経済センター長　その他

開催概要

第3回担い手農家懇談会での意見交換について

皆様に愛され
必要とされる
JAを目指して



2. 農業生産の拡大
テーマ 出席者からの意見 JAからの回答

生産拡大

機能集約低コストモデル農機トラクターの実物
の展示をして欲しい。

•今回紹介した低コストモデルの農機（ヤン
マー製60PS）に加え、イセキ、クボタからシン
プルモデルトラクターが発表されました。JA
農機センターでは11月17、18日に「農機具展
示会」の開催を計画しており、その場で実物を
展示する予定です。

後継者不足、高齢化、所得の増大、生産の拡大の
対策として、キャベツのカット野菜加工場をJA
で建設して欲しい。

•単身、共稼ぎ、高齢者世帯の増加に伴い、カッ
ト野菜の需要は今後も増加すると思われま
す。
　カット野菜工場は衛生面から設備に多大な
投資となることから、年間の稼働計画、販売計
画、収支計画は必要となります。今後の検討と
します。

面積拡大について、営農渉外や各センターの動
きがまるで見えてこない。

•営農渉外について、面談件数月100件を目標
に活動しています。また、提案件数、面積増加
も目標を設定しています。
•農業施設貸与事業やJAハウス導入支援金制
度等を活用して新規に就農する方や面積拡大
する農家も着実に増加しています。一方では
面積の少ない農家にも野菜苗トレイ単位から
の推進も行っています。

営農渉外のレベルアップについて、教育をしっ
かりやってあげて欲しい。

•上級営農指導員の資格取得を含め、各種研修
会への参加など、積極的に職員教育をすすめ
ていきます。

水稲

播磨地区のオペレーターが減少したため、他地
区のオペレーター部会員が対応することになっ
たが、刈り取りのためのコンバインの移動に苦
慮している。

•播磨地区の農作業を魚住、二見のオペレー
ターに緊急に委託しました。刈取り作業の効
率化を図るため、播磨地区のヒノヒカリを志
方ライスセンターに転送することにしまし
た。
　また、オペレーターについては、出来るだけ地
元の方を募集しています。
　コンバインの移動の件については検討しま
す。

JAがコシヒカリの作付けを勧めておきながら、
カントリーの受入期間が短く、タイミングがず
れると受け入れてくれない。

•施設の荷受日程は次年度に向けて検討しま
す。

米の需要を増やすようもっとPRすべきだ。

•全農では全国レベルでの米消費拡大運動を
展開しており、また兵庫県でも同様の活動を
行っています。これからも、力を入れていきま
す。（全農）
•JAも広報活動や食農教育活動でPRします。

テーマ 出席者からの意見 JAからの回答

野菜

直売所、市場の出荷先の調整は取り組める方法
があるのでは。

•昨年のキャベツでは、部会として市場に出荷
する中から何ケースか直売所へ回してもらっ
た実績ができました。今後も調整を図ってい
きます。

高砂ブロックの生産者が他ブロックの部会に入
会はできるのか。

•各作物部会でのルールがあります。担当者に
ご相談ください。

各ブロックで存在する部会の統一を目指さない
のか。

•JAとしても統一を目指していきたいと思い
ます。

3. 地域の活性化
テーマ 出席者からの意見 JAからの回答

地域支援
子供食堂への野菜提供について、作物を指定さ
れても品数が揃わない時がある。JAからアドバ
イスをして欲しい。

•事前に農家の状況を子供食堂側に伝えるよう
に調整します。

執行体制 前回も要望したが、理事のあり方について、部会
枠を再度、検討して欲しい。

•今回、法改正により法要件を満たす理事の地
域からの選出を重視したいと考えていますの
で、部会枠は今のところ考えておりません。
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担い手農家懇談会にご参加いただいた皆さま、
本当にありがとうございました。

皆さまのご意見をもとに役職員一丸となって
JA自己改革に取り組みます。
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～農業の活性化と豊かな地域社会をめざし、創造的自己改革への挑戦！～
「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を基本目標に掲げ、取り組みます。

第3回担い手農家懇談会の模様

8月20日

8月30日

8月27日

今後、2019年2月に第4回の担い手農家懇談会の開催を予定しております。
担い手農家の皆さまには、ご参加いただき、多くのご意見をお願いいたします。

野菜関係農家11人の方が参加。重
点5品目野菜の作付面積の拡大状況など
について報告しました。
農家の皆さまからは、アライグマ等害獣対策、
出荷資材等のコスト削減などについての意
見をいただきました。

直売所関係農家13人の方が参加。
直売所売上高実績などについて報告しま
した。
農家の皆さまからは、こども食堂への野菜提
供についてのアドバイス、直売所・市場の出
荷先の調整などについての意見をいた
だきました。

水稲関係農家35人の方が参加。肥
料農薬の大型規格品によるコスト削減状
況などについて報告しました。
農家の皆さまからは、米のブランド化、肥料袋
や苗トレイのJAでの引き取りなどについて
の意見をいただきました。

始めていますか？インフルエンザ予防
【JA兵庫厚生連】

 LIFE BOX

 ealth 健康身知しるべ

　毎年、冬が近づくと耳にする「インフルエンザ」。感染力が強く、短期間に多くの人へ感染します。高熱や関節痛など、風邪とは
違った症状が急速に現れるのも特徴です。
　例年、12月～3月が流行シーズンで、1月末～2月上旬に流行ピークを迎えます。昨シーズン、流行がピークに達したときの患者数
は2,200万人を超え、過去最高を記録しました。
　早めの予防で、猛威を振るうインフルエンザから体を守りましょう。

①流行のピークを迎える前に予防接種を受ける
　予防接種は、流行のピークに入る前の12月中旬までには予
防接種を受けることが望ましいとされています。インフルエン
ザの予防接種は定期接種と任意接種があり、定期接種の対象
となる方（65歳以上の方、60～64歳で身体障害者障害程度1
級をお持ちの方など）は市区町村が公費負担しているところも
あります。実施期間や費用についてはお住まいの自治体や医
師会、医療機関、かかりつけ医等にお問い合わせください。
※定期接種の対象でない方でも、市区町村によっては独自の助成事業を行っている場合があります。

②咳エチケットを心がける
　インフルエンザの主な感染経路は、咳やくしゃみの際に口か
ら発生される小さな水滴（飛沫）による飛沫感染です。飛沫を
出さない、受けないことが感染予防につながります。
●咳やくしゃみが出るときはマスクをする。他の人に向けて発
しない
●鼻汁、痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、手
のひらで咳やくしゃみを受け止めたときはすぐに手を洗う

③外出後は手洗いをする
　インフルエンザウイルスを物理的に除去する有効な方法で、
感染症対策の基本です。流水・石鹸による手洗いの他、アル
コール製剤による手指消毒も効果があります。

④適切な湿度を保つ
　空気が乾燥すると、気道粘膜の防御機能が低下し、インフル
エンザにかかりやすくなります。加湿器などで湿度を50～
60％に保つと効果的です。

⑤十分な栄養とバランスのとれた食事をする
　体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれ
た栄養摂取を日頃から心がけましょう。

⑥人混みや繁華街への外出を控える
　インフルエンザが流行してきたら、ご高齢の方や妊婦、体調
の悪い方、睡眠不足の方などは人混みへの外出を控えましょ
う。やむを得ない場合は、不織布製マスクをすることは一つの
防御策となります。

有効な予防方法

格安スマホのトラブルにご注意！
iving advice 暮らしのアドバイス 消費生活編

参考資料：厚生労働省ホームページ「インフルエンザQ＆A」、国立感染症研究所ホームページ「今冬のインフルエンザについて（2017／18シーズン）」

いわゆる「格安スマホ」のトラブルが増えています。

【事例】 大手携帯電話会社より利用料が安いことから格安ス
マホに乗り換えたが、格安スマホを使用しているとしばしば
画面が固まる。電話サポートを受けながら対処してみたが、
改善しない。その後スマホを事業者宛てに送るよう言われた
ので指示通りにしたら、「異常なし」という結果で戻ってきた。
しかし、すぐに同じ現象が起きた。直接見てもらいたいが、近
くに事業者の店舗がない。どうすればいいか。

【解説】 近年、料金の安さからいわゆる「格安スマホ」などの
携帯電話を利用する消費者が増えています。格安スマホ事業
者は、大手携帯電話会社から空いている通信回線を借りて
通信サービスを提供しており、設備費用を抑えることで、比
較的安価な料金でサービスを提供しています。その一方で、
限られた回線を多数の契約者で分け合うことになるため、通
信容量や通信速度に制限が設けられています。利用する時間

帯や場所によっては通信速度が低下し、動画をスムーズに再
生できなくなることがあります。
　格安スマホ事業者は問い合わせや故障時の対応窓口を電
話やウェブサイトに限定することで、さらに料金を安く抑えて
います。店舗が近くにない場合は、事業者にスマホを送って点
検してもらうしか方法はありません。さらに修理時に代替機
の提供がない場合もあります。
　「格安スマホ」のサービスは提供事業者によって異なりま
すが、大手携帯電話会社では無料だったサービスが有料に
なる場合があるなど、大手携帯電話会社のサービスとは異な
る場合がほとんどです。「格安スマホ」の利用を検討する場合
には、それぞれの事業者が提供するサービスをウェブサイト
やパンフレットなどで調べて比較検討し、自分の目的や用途
に合ったサービスを契約することが大切です。

（国民生活センター相談情報部　内田律子）


